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１．目的
ダム貯水池の水質調査は、主に水質汚濁に係る環境基準項目について、貯水池の水質・底質
の状況を監視し、その実態を経年的、長期的に把握することを目的として実施する調査で
ある。
今回、各ダムの過去の経年変化並びに公共用水域水質測定計画を踏まえ、適切な水質管理

を行うことを目的とした水質調査の合理化の検討を行ったものである。

２．内容
ダムの水質調査は、「河川・砂防技術基準（案）同解説」、「ダム貯水池水質調査要領」等に
基づいて実施されているが、一方では、供用後数十年が経過しているダムもあり、これまで
蓄積された水質調査結果などから調査地点、項目、頻度について合理化の余地もあると考え
られる。
そこで、ダム貯水池調査要領においても「各ダムの実情に応じて調査内容を検討・工夫す

るものとする」とされていることから、以下の視点で合理化の検討を行った。
①沖縄県内の公共用水域の水質測定状況との比較
②調査の必要性
③調査地点・項目・頻度の設定

３．結論
水質調査の合理化は、調査地点、項目、頻度を対象に行った。
調査地点については、過去の調査結果から経年変化を比較したところ、同様の挙動を示し

ている調査地点については、合理化を図った。
また、調査項目については、近年の現象発生実態や集水域内の水質汚濁要因の有無を考慮

し、異常現象発生時は対応とすることとし、合理化を図った。
さらに調査頻度については、上水送水の観点から、水道水源の取水地点となっているダム

については、重点的に水質監視を行うこととし、調査頻度の合理化を図った。
合理化によるコスト縮減額は約３割から５割程度の低減が可能となったが、水質上の問題

があった場合には、調査地点及び頻度を追加し、「対策調査」や「詳細調査」により対応して
いくこととする。

４．今後の問題点
今回検討した水質調査の合理化の内容については、２３年度に一部試行し、２４年度から

全面実施に移行している。ただし、異常現象時の対応も行っている状況であり、今後も水質
データを注視しながら内容についての検証が必要である。


